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証券コード　７５８７
2021年８月３日

株 主 各 位
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番地12
株 式 会 社 Ｐ Ａ Ｌ Ｔ Ｅ Ｋ
（登記社名　株式会社パルテック）

代表取締役社長 高 橋 忠 仁
臨時株主総会決議ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、2021年８月３日（火曜日）開催の当社臨時株主総会におきまして、下記の
とおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具
記

決 議 事 項
第１号議案 株式併合の件

　本件は、原案どおり承認可決され、2021年９月2日を効力発生日として、当社
の普通株式（以下「当社株式」といいます。）1,209,979株を１株に併合するこ
とといたしました。

第２号議案 定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりでありま
す。
　第1号議案に係る株式併合（以下「本株式併合」といいます。）の効力が発生
した場合には、2021年９月２日をもって、会社法第182条第２項の定めに従っ
て、当社株式の発行可能株式総数は36株に減少することになります。かかる点を
明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第５条
（発行可能株式総数）を変更いたします。
　また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は９株と
なり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発
生することを条件として、2021年９月２日をもって、現在１単元100株となっ
ている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第６条（単元株式数）
及び第７条（単元未満株主の売渡請求）の全文並びに第９条（株式取扱規程）の
単元未満株に関する部分を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行います。

以　上
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